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出やインターネットを活用した情報発信にも積極的であるほか、-部施設の有料化も
試みられている。
この２館は、山梨県の北西部と南東部と離れてはいるが、いずれも観光地、別荘地

をかかえた図書館であるだけでなく、開館時の館長が同じこともあり、新しい発想が
積極的に取り入れられている。
そこで、この２館に対して、現地調査及びヒアリングを行い、直営と指定管理者制

度という運営形態の違いによる状況を考察し、今後の図書館運営についての課題や可
能性を検討してみることにした。

(2)施設及び利用に関する比較
1)村勢の概要
山梨県統計調査課の調査によるデータ(表１)をみると、面積では大泉村7のほうが広

いが、人口、産業等については山中湖村のぼう大きい。特に山中湖村は財政力指数が
l.25と県内では数少ない交付税の非交付団体である。また、人口構成等を詳細にみる
と、高齢者の割合や高齢者単独世帯、生活保護世帯も大泉村のほうが多い。
このような状況のなかで、それぞれ図書館を整備運営している。

2)施設の概要
施設の概要については、表２のとおりである。図書館開架部分はほぼ同じ面積とい

ってよい。しかし、実際には山中湖では書架が一面に並んでいるなかに入っていくよ
うな感じであるが、大泉では書架、メディアなどのコーナーに分かれている。窓から
の眺めは、どちらも観光地であることをいかしている。
大泉はSVホールや金田一春彦ことばの資料館を併設し、さらに入口を共用して児童

館も同じ建物の中にある。一方、山中湖も富士山コーナーが設置され、渡り廊下で山
中尋常高等小学校(学習室・研修室棟)とつながっている。この高等小学校部分は有料
施設となっている。
開館時間は表３のとおりで、大泉は19:00(その後22:00までは無人であるが貸出返

却が可能）まで、山中湖は２１:0０（登録利用者は予約した資料の２４時間受領ができる）
まで開館している。
資料については、表４．５のようになっているが、山中湖は開館したばかりであるた

め単純に比較はできない。開館当初をみるとほぼ同じようになっているのがわかる。
なお、山中湖では開館前に住民、子どもによる選書ツアーを企画して、住民参加型の
資料収集も行われている。
予算面では、大泉は開館後も継続的に予算を獲得している。基本構想の原点に立ち

返って、資料の収集を行っている点は評価に値する。また、２００４年度は合併というこ
ともあり予算額が１，５００万円に増加している。山中湖は、２００４年度は当初７００万円で
あったが寄付により１００万円の資料費が追加された。
利用の状況は、表６のとおりである。月当たりに換算してみると、大泉が山中湖の２

倍以上になっている。図書館としての定着度もあるだろう。いずれも、観光地をかか
えるため別荘などの利用者もあり夏期には貸出冊数が増加している。
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ったということである。
現在、役場職員が1名在籍しているのは、３年間の契約期間をとおして図書館運営を

作り上げていくためであるという。特に初年度については、人件費と事業費のみが指
定管理者に支払われていることがその表われである。
つまり、光熱費等のランニングコストは２４時間利用もあって予算化しにくく、この

部分を含めることができなかった。また、事業等による収益も現在は村の収入とされ
ているが、今後は実績も考慮しながらすべての経費を含めての委託料の拡大が検討さ
れている。現段階では少々変則的ではあるが、NPOを指定管理者とした情報創造館の運
営は円滑に行われていると、村では評価している。
そのうえで、いくつかの問題を列記しておくことにする。

①人件費についてあまり大きな差が見えない。しかし、特に館長１名がボランティア
という働き方をしていることを考えると、現館長の退職後の職員採用に問題が発生す
ることにならないのか。また、経費削減が強調されすぎてはいないか。
②職員の保険加入の問題がある。雇用保険、労災保険には双方ともに加入しているが、
健康保険、年金に関しては、大泉では公務員共済に加入しているが、山中湖では各自
が国民健康保険、国民年金に加入しなければならない。これでは、実質賃金を下げて
いることになる。
③６時間労働という働き方は今後定着するのか｡一種のワークシェアリングの実験場で
ある。司書の資格を生かして職に就く場合の選択肢の一つではあるが、このような働
き方を本当に望んでいるのかどうか。山中湖の勤務表によると、早番、遅番が固定さ
れているため、職員のなかにはコンピニやレストランでサイドワークを行っている者
もいる。月収15万円程度で家計の維持は不可能であり、そうせざるを得ない状況にあ
るともいえる。今後の職員の定着が問題となる。
④職員の経験をどれだけ評価できるか｡NPO職員の給与にたいして昇級や能力評価の財
源をどうするかが課題となってくる。枠のなかでの分配となると、職員の質の低下に
つながる恐れもある。また、せっかく経験を積んだ職員が去っていくことにもなり兼
ねない。現時点で２名の職員が退職し、新たに採用されている。大泉のように、有資
格者を嘱託職員として採用することによって経験を生かすのも、一方策であり指定管
理者の導入とそれほど差が生じないように思われる。
⑤住民へのサービスは向上しているか。現実に山中湖の利用者から、「図書館はすばら
しいが、もっと専門的なレファレンスもほしい」という声も聞かれた。「館長は専門家
であるが、常駐していないので職員に聞いてもわからないこともある」という。両館
ともにあいさつなどたいへん気持ちよく顧客重視を感じるが、図書館サービスは、専
門的な課題にいかに対応してくれるかが最重要ではないか。既存の図書館が指定管理
者制度やPFIを導入していく場合、経験豊かな職員をどのように確保できるかが大き
な課題といえよう。
コスト削減のために民間事業者が運営することになって、それまでのベテラン職員

に代わる人が安い人件費で採用できるのだろうか。公務員としての司書が民間事業者
に経験を買われて異動する場合に、納得できる賃金が保証されるのだろうか。司書を
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注記
１平成１５年に地方自治法が改正され（平成１５年６月１３日公布、同年９月
２日施行)、公の施設の管理は、基本的に直営だったものが、１９９１年に管理受託
者が①公共団体（土地改良区など）②公共的団体（農協、生協、商工会議所、地
域住民団体等）③出資法人（財団法人、社団法人）にまで拡大され、さらに「管
理委託制度」が廃止され、地方公共団体の指定を受けた管理者（株式会社等の民
間営利事業者を含めた者に対し指定を行うことが可能｡指定を受ける者に制限は
なし。ただし個人は対象外）が管理の代行ができる「指定管理者制度」となった。
これにともない、２００６年９月までに公益法人の管理する施設の管理は、直営か
指定管理者にすることになった。
２『図書館雑誌』『現代の図書館』など。参照した雑誌の専門性からみると、社
会教育施設職員によるものが主なので、導入に対する抵抗感も大きい。一方、積
極的民営化を進めてきた職員や民間の立場からみると、民間委託は社会教育施設
を変えるのに一定の役割を果たしているという評価になっている。
３経済財政諮問会議ホームページ
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/1017/iteml.pdf)
4PF I法１条「この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公
共施設等の建設、維持管理及び運営（これらに関する企画を含む｡）の促進を図
るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、も
って国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
5PFI推進委員会ホームページhttp://www8.cao.go.jp/pfi/i inkai4.html
６八ケ岳大泉図書館は、平成１７年度より「大泉金田一春彦記念図書館」名称を
変更している。
７平成１６年１１月１日に７町村が合併し北杜市に移行、現在北杜市大泉町。こ
の調査では、|日村のデータをもとに比較することにする。なお､大泉村は八ヶ岳、
山中湖村は山中湖をかかえているため居住面積は限られる。
８山中湖村では、情報創造館の指定管理者の契約期間は３年としている。

-２８-



表１：指標（平成１５年度）

平成14年層
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表３：利用について表２：施設の概要

の受け取り）

大泉:図書館(金田一春彦ことばの資料館,SVホールを含む)といずみふれあい児童館、
いずみプールとの複合施設
山中湖:図書館,山中湖尋常高等小学校棟(学習室･研修室:AV利用可)との複合施設

研修室(村内1,000円，村外1,500円
AV槌器(3,0”円）
(白黒10円／枚､カラー50円／枚）

市町村名 総人口
(人）

人口密度
(可住地面
積1ｋ㎡当
たり）

男女性比
(女子１００
人に対す
る男子数）
(人｝

�±
�°


�
�w

	—
�ù

�å
�Â
１４歳）
(％）

生産年齢
人口割合
(１５歳～６4歳)(％）

老年人口
割合(6５
歳以上）
(％）

平均年齢
(歳）

1世帯当た
り人員(総
世帯)(人）

高齢者単
身世帯の
割合(％）

市町村内純生
産(千円）

農業算出
額(千万
円）

年間商品
販売額(万
円）

教員1人
当たり小
学校児童
数

自家用自
動車保有
台数(1世
帯当たり）
(合１

生活保瞳
被保護人
員(人口千
人当たり）
(人）

財政力指
数

市町村民
税(人口１
人当たり）
(円）

資料出所

県統計鯛
査課｢常住
人口鯛査」

県統計鯛
査課｢常住
人口鯛
査｣､総務
省｢社会人
ロ鋪計佳

県統計鯛
査課｢常住
人口鯛査」

総務省｢国
勢鯛査」

総務省｢国
勢鯛査」

総務省｢国
勢鯛査」

総務省｢国
勢鯛査」

県統計鯛
査課｢常住
人口鯛査」

総務省｢国
勢鯛査」

県統計鯛査課
｢市町村民所
得推計」

関東農政
局｢山梨農
林水産統
計年報」

県統計鯛
査課｢商業
統計結果
報告」

県統計調
査課｢教育
統計鯛査
結果報告」

関東運輸
局山梨運
輸支局資
料

県児童家
庭課資料

県市町村
課資料

県市町村
課資料

鯛査時点 平成15年
１０月１日

平成14年
１０月１日

平成15年
１０月１日

平成12年
10月１日

平成12年
10月１日

平成12年
１０日１日

平成12年
１０月１日

平成15年
１０月１日

平成12年
１０月１日

平成12年度 平成14年 4年６ 平成15年５
日１日

平成15年３
月３１日

平成15年４
月

平成14年農

鯛査周期

毎年 毎年 毎年 5年毎 5年毎 5年毎 5年毎 毎年 5年毎 5年毎 毎年 本鯛査は
5年毎(簡
易調査は
本鯛査の
ク錘祷） 毎年

毎年 毎年 毎年 毎年

算出方法 I■■■■■ 1■■■■■ 一

年少人口
÷総人口

生産年齢
人口÷総
人口

老年人口
÷総人口

ｑ■■■■ 総人口÷
世帯数

高齢者単
身世帯数
÷一般世
帯数

ー 。■■■■

ー

児童数÷
教員数

自家用乗
用車(軽自
動車除く）
数÷総世
帯数(登録
市町村不
明車両が
あるため、
合計値と
牽 今 Ｉ ナ 字

被保瞳人
員÷総人
口(推計人
口）

茸
ー 準財･政
収入額÷
基準財政
需要額(過
去3年の平
均）

市町村民
税(個人分
十法人分）
鯛定額÷
総人口

I自鐇』世 887,595 935 ０．９６ 15.5 64.94 19.54 42.0 2.80 6.19 2.419,988,000 882 192816‘268 1５．９ 1.4 3.4 ０．４４ 52.956
大泉： �Ù�z�� 4.155 365 0.95 1４．１ 60.61 25.32 46.3 2.79 10.09 10.029.534 5３ 501.345 1８．３ 1.6 1.2 0.48 50.”９
山中Ｉ Ｍ村 5.356 377 0.98 1７．７ 66.33 15.97 40.1 3.24 2．７９ 26,345,449 1９ 540,300 1３．６ 2.5 0.6 1.25 134.381

八ヶ岳大泉図書館 山中湖情報創造館
月館 1998年７月１８日 2004年４月25日
§11用時間 9:３０～１９:0０ 9:３０～２１:0０
閉館後の承 用 １９:00～２２:0０ 24時間(予約した資Ｉ �@

�z
�ß

休 館 日 １ ２ 月 3 1 日 ･ １ 月 １ 日
月末日
蔵書整理期間(2/25～3/7）
村をあげての行事(年3回）

１２月３１日・１月１日
職員研修日
資料点検日

貸 し 出 し 文 献 ( 2 1 日 ， １ ０ 冊 ）
AV(7日，３点）

文献(22日，無制限）
AV(8日，３点）

施 設 利 用 無 料 無料
何 料部分あり

マルチメディアコーナー 無料(混雑時制限あり） 無Ｉ (混雑時1時間以内）
特色あるサービス 自動貸出機の利用 自動貸出機の利用

館内無線LAN
パソコン･プリントアウト

施 設而貴(床面積汀 ） 八ヶ岳大泉図書館 山中海情報創造館
開提部分 511 498
金’日一ことばの資料館 9０ 富士山コーナーを含む
方 言コーナー 1５
ポールラッシュMコーナー 1６
ボランティアルーム 1０
山中尋常高等小学校 273
施設全体 1,026 785
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